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第３回土地区画整理審議会を開催しました

日頃より、区政にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

令和４年１月２４日（月）に、ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり相談事務所で

第３回土地区画整理審議会を開催しました。

江戸川区は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

第３回土地区画整理審議会では、各街区に関する申出の基準を審議会に確認して

いただきました。

今回確認していただいた申出基準を用いて、令和4年3月の申し出をしていただき

ます。

第３回土地区画整理審議会 開催概要

日時：令和４年１月２４日（月）

場所：ＪＲ小岩駅周辺地区

まちづくり相談事務所

内容：第３回土地区画整理審議会

①各種申出基準(案)について

②立体換地街区申出基準(案)について

③立体換地街区申出基準細則(案)について

④駅前共同化街区申出基準(案)について

第４回土地区画整理審議会を開催します

第４回土地区画整理審議会を下記日程で開催します。

開 催 概 要

■日時：令和４年２月１７日（木） 午前１０時から

■会場：ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくり相談事務所

■内容：小宅地の措置について

特別の宅地に関する措置について 等



個別面談会開催中

駅前共同化街区（再開発事業予定地）と立体換地街区をご希望の方は、以下の受

付期間中に申出書を提出していただく必要があります。

申出書は、まちづくり相談事務所にてご用意しております。個別面談時にお渡し

させていただくか、お問い合わせいただければ、申出書の郵送をします。

江戸川区都市開発部市街地開発課事業係 【電話】03-5694-2751（直通）

詳しくは、区公式HP

お問い合わせ先

JR小岩駅周辺地区のまちづくり 検索

【予告】『申し出』をしていただきます

南小岩七丁目土地区画整理事業区域内の土地

の所有権者と借地権者（一部対象外あり）を対

象に、新型コロナウイルス対策に努めながら、

個別面談会を開催しております。

今回の主な内容は、『申し出』についてご説

明させていただく予定ですので、駅前共同化街

区（再開発事業予定地）と立体換地街区を希望

の方は、是非ご出席ください。

尚、『申し出』にあたり、それぞれ手引きを

ご用意しておりますので、面談時にご説明しま

す。

外出が困難な場合は、お電話にてご対応もで

きますので、お手数ですが以下お問い合わせ先

までご一報ください。

再建方法 提出書類 受付期間 提出方法

再開発 駅前共同化街区換地申出書

3/1(火)
から

4/29(金)

1.期間内にまちづくり相談事務

所宛てに郵送もしくは持参してく
ださい。

2.個別面談会時（2月）に提出さ
れた場合、3/1から随時受付させ
ていただきます。

立体換地
立体換地申出書
（同意書含む）

個別利用街区
意向確認書

※【個別】にチェック

※既に「意向確認書」を【個別利用街区】で提出されている方は、再提出は不要です。

～『申し出』概要～


